
「
石
垣
原
合
戦
」
特
集
記

吉
弘
神
社
と
四
百
年
祭

　
　
　
　
神
社
総
伐
表
（
実
相
寺
町
）
　
下
和
田
　
　
巌

　
別
府
市
石
垣
西
（
旧
中
石
垣
村
）
に
鎮
座
す
る
吉
弘
神
社
（
山
村
太

一
宮
司
）
で
は
、
去
る
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）
四
月
に
祭
神
、
吉

弘
嘉
兵
衛
統
幸
公
の
没
後
四
百
年
祭
を
拝
殿
の
竣
工
を
兼
ね
て
挙
行

し
、
多
く
の
参
拝
客
が
訪
れ
た
。

　
記
念
祭
で
は
恒
例
の
神
事
の
あ
と
、
特
設
ス
テ
ー
ジ
で
お
神
楽
や
剣
舞

の
奉
納
、
筑
前
琵
琶
の
演
奏
な
ど
が
披
露
さ
れ
、
ま
た
力
作
ノ
オ
ケ
大
会
や

餅
ま
き
、
吉
弘
第
一
子
ど
も
会
の
出
店
な
ど
が
あ
っ
て
賑
わ
っ
た
。

　
山
村
当
社
宮
司
は
「
こ
れ
も
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
立
派
な
拝
殿
が
で

き
、
本
当
に
有
難
い
。
こ
の
四
百
年
祭
を
機
会
に
気
持
ち
も
新
た
に
、

君
国
尽
忠
に
散
っ
た
統
幸
公
を
偲
び
、
こ
の
神
社
を
地
区
の
氏
神
様
と

し
て
守
っ
て
ゆ
き
た
い
」
と
抱
負
を
語
っ
た
。

　
従
来
の
拝
殿
は
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
足
跡
を
た
ど
る
と
、
合
戦
後
、
肥
後
細
川
藩
（
忠
興
）
に
よ
り
吉

弘
有
刺
社
が
造
立
さ
れ
、
の
ち
に
村
人
た
ち
は
こ
の
墓
地
周
辺
を
神
域

と
し
て
整
備
し
、
藩
政
時
代
の
嘉
禾
五
年
に
南
：
甲
・
北
の
三
石
垣
村

の
名
主
ら
に
よ
っ
て
神
社
拝
殿
が
建
立
さ
れ
た
、
と
い
う
。
老
朽
化
が

造
ん
だ
た
め
に
今
回
、
約
一
倍
円
を
投
じ
て
改
築
が
な
さ
れ
た
。

　
新
し
い
拝
殿
は
、
木
造
神
明
造
り
で
約
百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
。
参

道
の
石
畳
を
敷
き
直
し
、
西
入
口
に
鳥
居
を
設
け
て
参
拝
し
や
す
く

す
る
な
ど
境
内
環
境
も
整
備
さ
れ
た
（
以
上
『
大
分
合
同
新
聞
』
平
成

十
四
年
九
月
九
日
号
）
。

吉
弘
嘉
兵
衛
統
幸
の
概
要

　
　
　
　
（
永
禄
六
年
＝
一
五
六
三
～
慶
長
五
年
＝
ヱ
ハ
○
○
）

　
大
友
田
原
家
の
庶
流
（
初
代
大
友
能
直
の
異
腹
の
庶
家
の
系
統
）
、

吉
弘
家
第
十
代
を
継
ぎ
戦
国
時
代
最
後
の
武
将
。
父
は
九
代
鎮
信
、
母

は
大
友
本
家
の
血
を
引
く
臼
杵
鑑
速
の
娘
で
あ
る
。

　
統
幸
は
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
頃
に
大
友
氏
に
出
仕
し
屋
山
城
修

築
を
命
じ
ら
れ
て
以
来
、
秀
吉
の
豊
前
出
陣
、
大
坂
城
普
請
な
ど
に
関

与
し
て
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に
は
朝
鮮
の
役
に
も
出
陣
す
る
。
大

友
家
最
後
（
二
二
代
）
の
吉
統
の
改
易
に
と
も
な
い
浪
人
の
身
と
な
る

や
、
従
弟
で
当
時
「
西
大
友
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
立
花
城
主
（
宗
茂
、

現
福
岡
県
粕
屋
郡
新
宮
町
）
の
許
に
身
を
寄
せ
る
。
東
西
手
切
れ
に
際

し
て
は
西
軍
に
味
方
し
、
吉
統
に
不
本
意
な
が
ら
も
加
担
す
る
。
東
軍

松
井
康
之
が
守
る
木
付
城
夜
襲
に
つ
づ
く
石
垣
原
合
戦
で
勇
猛
果
敢
に

戦
う
も
討
死
し
た
。
享
年
三
七
歳
で
あ
っ
た
（
大
分
合
同
新
聞
社
『
大

分
県
歴
史
人
物
事
典
』
）
。
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編
集
部
（
大
野
）
　
本
号
で
は
「
石
垣
原
合
戦
」
の
特
単
記
を
企
画
し

　
ま
し
た
。
当
史
談
会
の
元
副
会
長
で
現
在
理
事
を
お
願
い
し
て
い
る

　
大
分
県
地
方
史
研
究
会
所
属
、
三
重
野
勝
人
先
生
（
前
鶴
見
丘
高
校

　
長
）
が
実
証
的
な
史
料
に
基
づ
き
本
格
的
と
も
い
う
べ
き
論
稿
を
寄

　
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　
　
こ
の
際
、
改
め
て
吉
弘
公
の
合
戦
に
果
た
し
た
業
績
を
追
慕

　
し
、
四
百
年
を
経
て
二
Ｉ
世
紀
に
突
入
し
た
現
在
、
社
会
の
世
潮
を

　
批
判
し
な
が
ら
「
公
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
」
に
つ
い
て
、
忌
憚
の

　
な
い
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
今
こ
そ
日
本
人
の
誇
り
と
自
覚
を

下
和
田
　
（
同
神
社
総
代
表
、
昨
年
の
新
聞
を
見
な
が
ら
）

　
　
昨
年
の
新
聞
で
「
今
こ
そ
日
本
人
の
誇
り
と
自
覚
を
」
と
題
す
る

　
私
の
小
文
を
掲
載
し
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
一
部
Ｉ

　
　
　
「
今
や
世
界
は
テ
ロ
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

　
　
我
が
国
の
若
者
た
ち
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
全
体
が
糸
の
切
れ
た

下和田さん

タ
コ
の
よ
う
に
吹
く
風
の
ま
ま
に

揺
れ
動
い
て
い
る
。
吉
弘
神
社
の

四
百
年
祭
に
当
っ
て
、
も
う
一
度
私

だ
ち
と
国
の
関
係
、
日
本
人
の
誇
り

（
文
化
の
特
質
や
国
民
的
資
質
）
、
日

本
人
の
生
き
方
と
は
…
…
、
日
本
の

　
　
将
来
へ
の
展
望
…
…
、
家
族
生
活
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
…
…
な

　
　
と
を
見
つ
め
る
機
会
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」

　
　
　
「
時
の
変
化
を
悟
り
、
東
軍
参
加
を
策
し
て
い
た
の
に
主
君
大

　
　
友
氏
が
石
田
三
成
の
西
軍
に
加
担
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
た
め
一
身

　
　
の
安
危
、
一
門
の
利
害
を
も
顧
み
ず
、
主
命
に
殉
じ
て
我
が
身
を

　
　
処
し
た
そ
の
献
身
的
行
為
と
潔
さ
を
私
は
訴
え
た
い
の
で
す
。
」

　
と
憂
国
の
真
情
を
率
直
に
、
私
な
り
に
吐
露
し
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。

大
野
（
以
下
、
－
－
）
　
現
代
社
会
の
思
潮
は
下
和
田
さ
ん
の
言
わ
れ

　
る
よ
う
に
、
全
く
狂
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
病
理
に
さ
い
な
ま
れ

　
た
末
世
の
症
状
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
毎
日
の
新
聞
や

　
テ
レ
ビ
を
見
て
、
そ
う
感
じ
て
い
る
人
は
多
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　
か
。
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
す
ね
。

下
和
田
　
最
近
び
日
本
人
の
関
心
事
と
し
て
は
国
際
関
係
（
外
交
）
で

　
は
、
今
の
瀋
陽
（
旧
満
州
奉
天
）
領
事
館
へ
の
難
民
乱
入
問
題
、
東

　
支
那
海
で
の
不
審
船
事
件
、
日
本
海
の
呼
称
を
め
ぐ
る
日
韓
の
軋

　
棒
、
首
相
の
靖
国
参
拝
か
ら
教
科
書
問
題
、
日
本
の
安
全
保
障
と
北

　
朝
鮮
の
日
本
人
拉
致
、
そ
れ
に
日
本
政
府
の
交
渉
態
度
な
ど
な
ど
、

　
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
、
苦
々
し
い
想
い
の
連
続
で
す
。
何
と
か
な

　
ら
な
い
で
す
か
ね
。

　
　
外
交
問
題
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
治
安
で
も
、
ま
さ
か
と
思
わ
れ

　
た
不
法
滞
在
の
外
国
人
の
庄
内
や
山
香
で
の
一
家
殺
傷
事
件
、
日
出

　
で
は
暴
力
団
絡
み
の
死
体
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
詰
め
に
し
て
海
に
遺
棄
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し
た
り
、
タ
ム
ロ
（
屯
）
族
の
若
者
集
団
に
よ
る
「
オ
ヤ
ジ
狩
り
」
、

独
居
老
人
の
金
を
狙
っ
た
「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
事
件
」
、
若
い
母
親
の

幼
児
虐
待
や
嬰
児
殺
、
結
婚
の
邪
魔
だ
と
家
族
を
殺
傷
し
た
十
九
歳

の
大
学
生
と
交
際
中
の
女
子
高
校
生
殺
人
（
未
遂
）
　
の
事
件
、
果
て

は
「
誰
で
も
よ
い
、
人
を
殺
し
て
み
た
か
っ
た
」
と
い
う
連
続
殺
人

魔
事
件
な
ど
、
な
ど
…
…
‐
０
話
に
も
な
り
ま
せ
ん
ね
。

｜

　
ま
さ
に
言
い
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

今
や
、
日
本
は
、
二
、
三
十
年
前
ま
で
先
進
国
の
中
で
一
番
治
安

の
良
い
国
、
女
性
が
市
内
で
深
夜
で
も
一
人
歩
き
で
き
る
ほ
ど
と
羨

ま
し
が
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
今
や
、
世
界
に
冠
た
る
（
？
）
「
犯

罪
王
国
」
に
…
…
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
現
在
日
本
で
は
、
犯
罪
の
八
割
が
野
放
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
平

成
十
三
年
度
の
刑
法
犯
検
挙
率
は
十
九
・
八
％
、
と
か
。
先
進
国
の

中
で
も
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
ワ
ー
ス
ト
第
二
位
。
最
も
治
安
の
良
い

の
が
ド
イ
ツ
で
五
ご
∵
二
％
だ
そ
う
で
す
。

　
　
　
犯
罪
の
急
増
（
－
ナ
ン
デ
ダ
ロ
ー
）

　
警
察
庁
の
平
成
十
四
年
度
『
犯
罪
白
書
』
に
よ
る
と
、
平
成
に
な
っ

て
の
犯
罪
件
数
は
ウ
ナ
ギ
上
り
。
平
成
元
年
度
に
ヱ
八
七
万
三
二
六
八

件
だ
っ
た
の
が
、
同
十
三
年
度
に
は
戦
後
最
悪
の
二
七
三
万
五
六
一
ニ

件
と
、
な
ん
と
百
万
件
以
上
の
激
増
と
い
う
の
で
す
。

　
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
た
い
へ
ん
な
勢
い
で
凶
悪
犯
（
殺
人
・
強

盗
・
放
火
・
強
姦
∴
幼
児
誘
拐
）
が
増
え
て
い
る
。
同
十
三
年
度
に

は
、
一
万
一
九
六
七
件
、
同
元
年
度
に
比
べ
て
実
に
二
倍
に
膨
れ
上

が
っ
て
い
る
。
検
挙
率
も
悪
化
し
、
同
十
年
度
ま
で
は
九
〇
％
前
後
に

推
移
し
て
き
た
が
、
十
三
年
度
に
は
六
万
二
％
に
下
落
し
、
こ
れ
も

戦
後
最
低
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
平
成
一
五
年
＝
二
〇
〇
三
『
文
藤

春
秋
』
六
月
号
　
「
特
集
安
全
大
国
・
日
本
の
不
安
－
警
察
に
一
体
何

か
起
き
て
い
る
」
佐
々
淳
行
＝
初
代
内
閣
安
全
保
障
室
長
、
以
下
主
に

こ
れ
に
依
る
）
。

下
和
田
　
目
本
の
最
新
の
治
安
状
況
は
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
数
字
に

　
実
証
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
。

　
　
か
つ
て
、
ひ
と
昔
ま
で
、
国
民
は
枕
を
高
く
し
て
寝
ら
れ
る
国
で

　
し
た
。
だ
が
、
あ
の
例
の
オ
ウ
ム
の
事
件
以
来
、
犯
罪
が
急
速
に
増

　
加
し
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

－
　
前
掲
論
稿
の
発
表
者
（
佐
々
氏
）
は
、
こ
ん
な
体
験
談
も
記
述

　
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
「
あ
る
思
い
出
か
ら
話
を
進
め
た
い
。
三
十
年
も
前
に
な
る
が
、

　
　
当
時
の
後
藤
田
正
晴
警
察
庁
長
官
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
Ｔ
人
の
要

　
　
人
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
リ
ン
ゼ
イ
市
長
が
訪
ね
て
き
た
。
当
時
、

　
　
関
市
の
犯
罪
状
況
は
最
悪
で
手
が
つ
け
ら
れ
ず
、
市
警
も
ま
た
腐

　
　
敗
の
巣
窟
だ
っ
た
。

　
　
　
対
す
る
日
本
は
、
凶
悪
犯
の
検
挙
率
が
九
割
近
く
、
殺
人
事
件

　
　
に
関
し
て
は
九
六
％
と
い
う
、
リ
ン
ゼ
イ
市
長
か
ら
す
れ
ば
信
じ
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ら
れ
な
い
よ
う
な
治
安
を
誇
っ
て
い
た
。
市
長
か
ら
東
京
都
の
殺

　
人
件
数
を
問
わ
れ
、
外
事
課
長
を
務
め
て
い
た
私
（
佐
々
氏
）
は

　
『
三
百
件
ほ
ど
で
す
』
と
答
え
る
と
、
そ
ん
な
に
少
な
い
の
か
と

　
い
っ
た
顔
を
す
る
。
『
一
ケ
月
で
か
』
と
い
う
の
で
『
い
や
一
年

　
間
で
す
』
と
答
え
る
と
、
目
を
丸
く
し
て
い
た
の
が
忘
れ
ら
れ
な

　
い
」
、
と
。

　
そ
の
後
、
リ
ン
ゼ
イ
市
長
か
ら
「
驚
異
的
な
治
安
確
保
の
鍵
は
何

か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
。
後
藤
田
長
官
は
と
っ
さ
に
「
そ
れ
は
交
番
（
警

察
派
出
所
）
制
度
の
普
及
に
あ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
残
し
て
欲
し
い
「
交
番
制
度
」

下
和
田
　
そ
も
そ
も
交
番
制
度
な
る
も
の
は
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ

　
パ
ン
で
、
世
界
で
も
類
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
の
ち

　
に
、
あ
の
誇
り
高
い
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ヤ
ー
ド
が
ロ
ン
ド
ン
市
内

　
に
こ
の
制
度
を
採
用
し
、
こ
こ
数
年
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
も
注

　
目
さ
れ
て
東
京
に
視
察
に
来
て
い
る
、
と
聞
き
ま
し
た
。

　
　
と
こ
ろ
が
日
本
政
府
で
は
、
現
在
予
算
の
都
合
か
ら
全
国
の
交
番

　
の
統
廃
合
を
進
め
て
お
り
、
代
わ
り
に
「
警
察
官
一
万
人
増
員
」
を

　
推
進
す
る
計
画
と
か
。
さ
て
、
ど
う
な
り
ま
す
か
…
…
。

－
－
　
先
の
佐
々
氏
の
報
告
書
で
は
、
警
察
官
万
人
に
つ
き
何
人
の

　
国
民
を
護
る
の
か
の
指
数
－
「
負
担
人
口
」
で
は
、
日
本
の
警
察

　
は
五
四
一
人
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
ー
三
八
五
人
、
ド
イ
ツ
ー

　
三
一
五
人
、
フ
ラ
ン
ス
ー
二
九
三
人
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ー
に
い
た
っ

　
て
は
二
七
六
人
と
の
こ
と
で
す
。

　
　
こ
れ
で
は
日
本
の
警
察
官
は
あ
ま
り
に
も
負
担
が
重
く
、
全
く

　
気
の
毒
と
言
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
。
若
い
者
た
ち
か
ら
三
Ｋ
職
種

　
（
危
険
・
き
た
な
い
・
き
つ
い
）
　
の
Ｉ
つ
と
就
職
で
も
敬
遠
さ
れ
、

　
加
え
て
極
め
て
少
数
の
警
官
の
不
祥
事
の
発
覚
に
は
、
学
校
の
教
師

　
の
そ
れ
と
同
じ
く
マ
ス
コ
ミ
か
ら
厳
し
く
叩
か
れ
る
し
…
…
。

　
　
先
に
も
触
れ
た
入
国
不
良
外
国
人
の
犯
罪
で
も
、
社
会
制
度
や
法

　
体
制
、
経
済
的
要
件
と
も
絡
ん
で
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な

　
い
か
。
日
本
で
の
刑
事
犯
は
国
際
比
較
の
上
で
も
刑
罰
が
軽
く
、
事

　
件
捜
査
や
取
調
べ
で
は
戦
前
の
反
省
か
ら
拷
問
を
加
え
た
り
暴
力
を

　
振
っ
た
り
し
な
い
（
註
日
本
国
憲
法
第
三
六
条
「
公
務
員
に
よ
る

　
拷
問
お
よ
び
嗜
虐
な
刑
罰
は
、
絶
対
に
こ
れ
を
禁
ず
る
」
）
、
刑
務
所

　
で
の
処
遇
も
さ
ほ
ど
悪
く
な
い
と
い
う
の
が
関
係
者
の
い
ち
お
う
の

　
評
価
ら
し
い
。

　
　
な
お
、
問
題
な
の
は
日
本
人
の
家
屋
は
戸
締
ま
り
が
安
易
で
強
盗

　
に
も
入
ら
れ
易
い
、
と
い
わ
れ
る
。
国
際
化
が
進
み
犯
罪
の
広
域
化

　
や
年
齢
の
若
年
化
、
凶
悪
化
か
進
行
し
て
い
る
よ
う
だ
。
国
民
丁
人

　
ひ
と
り
が
我
が
家
の
安
全
と
家
族
の
生
命
を
護
る
「
安
全
保
障
」
に

　
取
り
組
ま
ね
ば
、
と
考
え
ま
す
ね
。

下
和
田
　
家
だ
け
で
な
く
、
個
々
人
も
「
心
の
戸
締
ま
り
」
が
大
切
で

　
す
ね
。
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そ
う
言
え
ば
、
今
朝
の
大
分
合
同
新
聞
（
二
〇
〇
三
年
十
一
月

二
十
三
日
号
）
に
「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
事
件
」
の
報
道
が
出
て
い
ま
し
た
。

　
　
「
孫
や
息
子
を
装
っ
て
『
オ
レ
だ
よ
、
オ
レ
』
と
電
話
を
か
け
、

　
交
通
事
故
の
示
談
金
名
目
な
と
で
現
金
を
だ
ま
し
取
る
詐
欺
事
件

　
が
全
国
で
相
次
ぎ
、
今
年
一
月
～
十
月
現
在
で
の
被
害
総
額
は
約

　
二
二
億
六
千
万
円
に
上
っ
た
こ
と
が
警
察
庁
の
ま
と
め
で
分
か
っ

　
た
。
発
生
件
数
は
全
国
で
三
八
〇
二
件
、
う
ち
既
遂
二
七
六
八

　
件
。
一
件
当
た
り
の
被
害
額
は
八
二
万
円
－
」

　
　
「
大
分
県
の
発
生
件
数
二
Ｉ
件
、
被
害
額
は
二
四
五
〇
万
円
。

　
大
半
が
複
数
犯
行
で
電
話
、
現
金
引
き
出
し
、
監
視
な
と
の
役
割

　
を
分
担
し
て
い
る
と
い
う
。
『
テ
レ
ビ
で
知
リ
、
Ｉ
単
そ
う
な
の

　
で
ま
ね
た
』
と
供
述
し
た
容
疑
者
も
い
た
」

　
高
齢
者
を
狙
う
と
は
、
な
ん
た
る
不
屈
者
、
許
せ
ま
せ
ん
。
古
来
、

「
天
（
神
）
に
向
か
っ
て
唾
を
吐
け
ば
、
わ
が
顔
に
降
り
か
か
る
」

と
か
、
中
国
の
古
諺
に
も
「
天
網
恢
々
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
」
と
あ

り
ま
す
ね
。
天
空
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
網
の
目
は
あ
ら
い
が
、
悪

事
を
働
け
ば
天
上
の
神
は
見
逃
さ
な
い
の
意
味
で
す
。

　
そ
れ
に
し
て
も
「
金
」
の
欲
望
を
め
ぐ
る
犯
罪
が
あ
ま
り
に
も
多

い
。
一
国
の
総
理
た
る
者
（
故
田
中
角
栄
氏
）
が
「
悪
の
模
範
」
を

示
し
て
金
権
腐
敗
の
政
治
を
展
開
し
た
…
…
。
保
守
党
の
政
権
か
ら

は
、
な
か
な
か
ク
サ
レ
緑
が
切
れ
な
い
よ
う
で
す
ね
。

｜

資
本
主
義
体
制
（
国
家
）
は
良
く
も
悪
し
く
も
「
欲
望
の
体
系

で
あ
る
」
と
喝
破
し
た
の
は
、
今
か
ら
百
年
も
前
の
ド
イ
ツ
哲
学
者

ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
〇
～
一
八
三
一
）
で
す
。

　
先
の
大
戦
で
廃
墟
と
化
し
て
し
ま
っ
た
、
か
つ
て
の
「
神
国
日

本
」
は
資
本
主
義
経
済
の
お
か
げ
で
「
経
済
大
国
日
本
」
に
転
進
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
犯
罪
ま
で
も
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
コ
ピ
ー

版
に
な
っ
て
は
か
な
い
ま
せ
ん
ね
。
下
部
構
造
＝
経
済
が
社
会
の
基

盤
に
あ
っ
て
、
上
部
構
造
の
も
ろ
も
ろ
の
文
化
現
象
に
影
響
を
与
え

る
と
説
く
の
が
マ
ル
ク
ス
理
論
で
す
が
、
そ
ん
な
難
し
い
話
は
も
う

止
め
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
※
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
※

少
し
趣
向
を
変
え
て
日
常
性
の
「
教
育
」
や
「
社
会
一
般
」
に

　
深
く
関
わ
る
問
題
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

下
和
田
　
私
は
冒
頭
の
拙
稿
掲
載
小
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
論
述
し

　
ま
し
た
。

　
　
　
「
か
つ
て
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
日
本
人
の
誇
り
や
醇
風

　
　
美
俗
が
戦
後
は
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
は
か
か
っ
て

　
　
戦
後
の
教
育
の
有
り
様
、
親
子
の
断
絶
、
忘
れ
去
ら
れ
た
人
の
恩

　
　
義
や
大
義
、
家
族
生
活
（
と
く
に
親
子
や
夫
婦
）
の
問
題
、
報
恩

　
　
感
謝
の
気
持
ち
の
欠
如
、
社
会
へ
の
奉
仕
精
神
の
欠
落
な
と
で
あ

　
　
る
。
」

　
　
　
「
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
宗
教
心
、
な
か
で
も
『
神

　
　
仏
へ
の
畏
敬
の
念
』
が
若
い
人
ほ
ど
な
い
こ
と
で
す
。
科
学
が
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｜

進
め
ば
進
む
ほ
ど
宗
教
問
題
に
疎
遠
に
な
っ
て
問
題
関
心
が
向
か

ず
、
神
仏
の
存
在
を
忘
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
、
と
。

　
そ
の
点
、
私
も
全
く
同
感
で
す
。

だ
が
下
和
田
さ
ん
、
日
本
人
の
心
に
神
仏
信
仰
へ
の
無
関
心
を
指

　
摘
さ
れ
ま
し
た
が
、
「
政
治
」
的
関
心
度
も
同
様
の
傾
向
で
は
な
い

　
で
す
か
。
敗
戦
後
し
ば
ら
く
は
選
挙
の
投
票
率
は
七
、
八
〇
％
（
全

　
国
）
で
し
た
が
、
最
近
、
自
治
体
で
は
五
〇
％
を
き
っ
て
い
る
処
も

　
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。

　
　
政
治
の
話
は
別
の
機
会
に
し
て
、
最
近
全
国
に
注
目
さ
れ
た
長
崎

　
で
の
中
一
　
（
十
二
歳
）
が
四
歳
の
幼
児
を
駐
車
場
屋
上
か
ら
投
げ
落

　
と
し
て
死
亡
さ
せ
た
事
件
、
今
一
つ
は
双
方
の
親
に
結
婚
を
反
対
さ

　
れ
た
大
学
生
（
十
九
歳
）
と
交
際
中
の
十
六
歳
の
少
女
（
女
子
高
校

　
生
）
の
親
（
家
族
）
殺
人
事
件
（
大
阪
府
河
内
長
野
市
）
を
ど
う
思

　
い
ま
す
か
。

下
和
田
　
学
校
の
教
師
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
心
理
学
者
で
も
な
い
私

　
に
尋
ね
ら
れ
て
も
…
…
。

　
　
強
い
て
言
え
ば
、
第
一
の
事
件
は
な
に
か
特
殊
な
事
例
と
考
え
ら

　
れ
る
が
、
問
題
は
第
二
の
そ
れ
。
男
女
と
も
精
神
が
お
か
し
く
、
思

　
考
が
あ
ま
り
に
も
幼
稚
で
単
純
、
ど
ん
な
家
庭
環
境
で
今
ま
で
ど
ん

　
な
教
育
を
学
ん
だ
の
か
、
人
間
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
真
剣
に
考
え

　
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

－
－
　
大
人
の
多
く
も
そ
う
感
じ
る
で
し
ょ
う
ね
。
何
故
に
親
と
家

族
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
（
殺
人
の
正
当
性
と
動
機
の
問

題
）
。
何
故
に
「
駆
け
落
ち
」
し
な
か
っ
た
の
か
。
戦
前
・
戦
後
を

問
わ
ず
、
そ
れ
が
社
会
的
常
識
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な

事
例
は
、
ど
こ
の
地
域
で
も
山
ほ
ど
あ
る
の
で
は
…
…
。

　
　
　
二
人
の
世
界
、
深
み
に
は
ま
っ
て

　
逮
捕
さ
れ
た
大
学
生
は
、
当
初
「
親
が
邪
魔
だ
っ
た
。
心
中
す
る
つ

も
り
だ
っ
た
」
と
供
述
し
た
。
一
方
の
女
子
高
校
生
も
「
遺
体
が
残
っ

て
い
る
家
で
も
よ
い
か
ら
、
一
緒
に
住
み
た
か
っ
た
」
と
話
し
た
と
い

う
。
さ
ら
に
二
人
は
「
自
殺
す
る
前
に
人
を
殺
し
て
み
た
か
っ
た
」
と

も
供
述
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
（
各
新
聞
報
道
）
。

　
大
阪
府
警
で
は
、
当
該
殺
人
事
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
し
て

い
る
（
「
朝
日
瓢
聞
」
平
成
十
五
年
十
一
月
十
九
日
号
）
。

　
　
「
人
体
や
死
な
と
へ
の
関
心
が
二
人
と
も
異
常
に
強
く
、
会
話
や

　
交
際
を
通
じ
て
互
い
に
刺
激
・
触
発
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
傾
向

　
が
深
ま
っ
た
よ
う
だ
。
自
殺
願
望
も
、
そ
の
表
わ
れ
。
殺
傷
の
動
機

　
は
供
述
通
り
『
親
が
邪
魔
』
と
い
う
単
純
な
思
い
つ
き
だ
ろ
う
。
だ

　
か
ら
こ
そ
、
殺
傷
の
対
象
が
家
族
に
向
か
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
」

　
　
「
殺
し
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
あ
く
ま
で
動
機
の
一
部
だ
。

　
通
常
は
駆
け
落
ち
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
理
由
は
『
住
み

　
慣
れ
た
自
宅
に
執
着
し
た
の
で
は
な
い
か
』
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」

　
取
調
べ
中
、
二
人
の
男
女
は
「
わ
た
し
た
ち
刑
務
所
に
行
く
ん
で
す
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か
」
と
い
っ
た
と
い
う
。

　
戦
前
は
、
家
族
道
徳
の
上
か
ら
尊
属
殺
人
の
罪
は
重
く
（
仏
教
で
も

「
五
逆
」
の
罪
）
、
明
治
刑
法
で
は
「
死
刑
マ
タ
ハ
無
期
懲
役
」
と
法
定

さ
れ
、
一
般
殺
人
の
そ
れ
で
は
「
…
…
若
シ
ク
八
三
年
以
上
ノ
懲
役
二

処
ス
」
（
刑
法
一
九
九
条
）
で
し
た
。
だ
が
戦
後
、
昭
和
何
年
で
し
た
か
、

尊
属
殺
人
の
重
刑
は
白
本
国
憲
法
第
一
四
条
「
法
の
下
の
平
等
」
に
反

す
る
と
し
て
最
高
裁
は
違
憲
判
決
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
判
決
文
の

中
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
有
名
な
蔵
言
（
戒
め
の
言
葉
）
「
人

間
の
生
命
は
地
球
よ
り
も
重
い
」
、
と
。

下
和
田
　
家
庭
で
は
親
子
関
係
が
重
要
な
役
割
を
持
ち
ま
す
ね
。

　
　
確
か
に
人
間
は
、
難
路
・
迷
路
に
踏
み
こ
み
出
口
訃
分
か
ら
な
く

　
な
っ
た
時
、
死
を
も
覚
悟
す
る
よ
う
な
事
態
に
あ
う
と
、
そ
の
人
の

　
真
価
が
問
わ
れ
る
と
…
…
。

　
　
も
っ
と
も
当
吉
弘
神
社
の
祭
神
、
統
幸
公
の
戦
国
時
代
に
は
「
武

　
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」
（
葉
隠
間
書
－
元
佐
賀
藩
十
方

　
山
本
常
朝
の
口
述
書
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
〈
死
の
美
学
〉
が
あ
っ
た
。

　
大
戦
で
も
、
軍
人
精
神
の
神
髄
と
し
て
「
戦
死
」
が
讃
美
さ
れ
た
（
軍

　
人
勅
諭
・
戦
陣
訓
）
。
昨
日
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
ね
。

－
　
私
事
（
大
野
）
で
恐
縮
で
す
が
、
先
の
戦
争
で
大
正
十
三
年
生

　
れ
は
一
年
の
差
で
学
徒
動
員
を
免
れ
、
現
役
召
集
が
昭
和
十
九
年
秋

　
か
ら
ア
イ
ウ
エ
オ
順
に
始
ま
り
ま
し
た
。

　
　
内
地
決
戦
で
国
内
の
兵
舎
は
ど
こ
も
満
員
、
現
地
教
育
と
か
で

　
入
営
後
一
週
間
目
に
玄
界
灘
・
対
馬
海
峡
を
渡
り
、
一
路
満
州
は
間

　
乗
車
へ
。
南
満
で
初
年
兵
教
育
を
受
け
、
原
隊
は
北
満
国
境
部
隊
へ

　
（
半
数
近
く
が
戦
死
傷
）
。
一
部
が
幹
部
候
補
生
と
し
て
残
留
し
、
私

　
も
残
っ
て
シ
ベ
リ
ヤ
行
も
運
よ
く
免
れ
て
生
命
を
拾
い
ま
し
た
。
戦

　
争
の
生
死
は
紙
一
重
、
な
に
か
運
命
的
な
も
の
を
感
じ
ま
す
ね
。
神

　
の
存
在
と
い
う
か
Ｉ
。

下
和
田
　
そ
こ
で
考
え
る
の
で
す
が
、
社
会
生
活
で
は
、
原
始
の
昔
か
ら

　
「
宗
教
（
信
仰
）
」
と
い
う
精
神
的
糧
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
生
命
と
健
康
の
保
持
に
食
料
が
必
須
条
件
で
あ
る
よ
う
に
…
…
。

－
　
下
和
田
さ
ん
、
あ
な
た
の
意
見
に
全
く
賛
成
し
ま
す
。

　
　
先
の
戦
争
体
験
に
か
え
り
ま
す
が
、
無
条
件
降
伏
の
時
に
私
は
Ｉ

　
大
決
心
を
し
た
（
多
少
大
げ
さ
で
す
が
）
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
も

　
う
こ
れ
以
上
、
二
度
と
神
仏
を
頼
る
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
い
、
頼
り

　
に
な
る
の
は
「
お
の
れ
自
身
」
だ
、
と
。

　
　
そ
の
時
、
ふ
と
思
い
出
し
た
の
が
郷
土
の
先
哲
、
福
沢
諭
吉
翁
の

　
「
独
立
自
尊
」
の
精
神
だ
っ
た
。

　
　
と
こ
ろ
で
科
学
が
進
み
、
技
術
万
能
の
世
の
中
で
「
宗
教
と
科

　
学
」
と
は
両
立
で
き
る
の
か
。
科
学
（
的
認
識
）
の
方
が
万
事
優
先

　
し
て
宗
教
の
存
在
が
希
薄
化
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
問

　
題
が
あ
り
ま
す
。

下
和
田
　
必
ず
し
も
、
そ
う
と
は
私
は
思
い
ま
せ
ん
。

　
　
確
か
に
日
本
は
、
科
学
の
競
争
、
物
量
作
戦
で
は
敗
北
し
ま
し
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た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
全
て
で
あ
っ
て
よ
い
か
。
物
が
豊
か
で
経

　
済
大
国
に
な
っ
て
、
ご
覧
の
と
お
り
の
犯
罪
社
会
に
な
っ
て
堕
落
し

　
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
物
質
生
活
だ
け
で
人
類
が
幸
福
に
な
る
と

　
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。

　
　
も
う
一
ケ
月
近
く
で
正
月
で
す
が
、
全
国
で
大
変
な
教
の
人
が
神

　
社
に
参
拝
す
る
風
景
を
ど
う
評
価
し
ま
す
か
。
「
宗
教
は
ア
ヘ
ン
（
阿

　
片
）
」
（
マ
ル
ク
ス
）
と
い
っ
た
社
会
主
義
国
家
、
ソ
連
邦
が
ど
う

　
な
っ
た
か
。
赤
色
革
命
（
ロ
シ
ア
の
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
の
専
制
政
治
で

　
崩
壊
、
一
九
一
七
年
）
以
前
の
「
ロ
シ
ア
」
に
タ
イ
ム
・
ス
リ
ッ
プ
、

　
そ
し
て
宗
教
も
ま
た
復
活
し
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

大
野
　
宗
教
の
存
在
を
否
定
し
た
国
家
の
宿
命
、
あ
る
い
は
歴
史
の

　
必
然
と
み
る
か
ど
う
か
。
歴
史
学
者
で
も
宗
教
学
者
で
も
な
い
私
に

　
は
、
な
ん
と
も
言
え
ま
せ
ん
が
。

　
　
と
こ
ろ
で
先
の
正
月
の
神
社
参
拝
の
件
、
実
は
私
も
鶴
見
の
鎮
守

　
神
「
火
男
火
売
神
社
」
（
鶴
見
権
現
）
の
責
任
総
代
（
の
▽
人
）
を

　
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
数
年
、
初
詣
で
は
大
変
な
人
出
で
す
。
拝
殿

　
ま
で
の
表
参
道
は
埋
め
尽
さ
れ
、
長
蛇
の
列
が
で
き
ま
す
。
不
況
の

　
年
ほ
ど
参
拝
客
が
多
く
な
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
正
し
く
真
実
で
す

　
ね
。
今
年
（
平
成
十
五
年
＝
二
〇
〇
三
）
の
全
国
神
社
の
初
詣
で
客

　
は
、
松
の
内
三
日
間
で
九
千
万
人
の
人
台
を
超
え
た
と
記
憶
し
て
い

　
ま
す
（
警
察
庁
推
定
発
表
）
。

　
　
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
参
拝
者
全
員
が
日
本
古
来
の
伝
統
神
道
に
因

る
「
宗
教
心
」
の
発
現
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
正

月
だ
か
ら
、
と
漫
然
と
参
拝
す
る
人
が
多
い
の
も
事
実
で
す
。

　
全
国
民
の
う
ち
、
七
割
五
分
に
当
る
人
が
初
詣
で
を
す
る
社
会
現

象
を
ど
う
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
古
来
、
日
本
社
会
そ
し
て
日
本
人

（
民
族
）
　
の
心
の
深
層
の
ど
こ
か
に
「
神
」
が
潜
在
し
て
い
る
、
と

認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
本
人
の
生
活
の
一
部

（
生
活
の
構
成
要
素
）
と
な
っ
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
下
和
田
さ
ん
、
本
日
は
貴
重
な
時
間
を
取
っ
て
下
さ
り
、
有
益
な

お
話
が
で
き
ま
し
た
こ
と
を
喜
ん
で
お
り
ま
す
。

　
一
ヵ
月
余
り
で
お
正
月

に
は
私
も
吉
弘
神
社
に
お

参
り
し
ま
す
。
で
は
、
よ

い
お
正
月
を
Ｉ

　
　
　
　
（
Ｈ

1 5
・
Ｈ
・

2 9
記
）
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二
大
分
合
同
新
聞
』
写
真
提
供
‐
‐

改築された吉弘神社
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